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一方で、我が国からの輸出額上位５カ国（地域）に含まれている、香港、台湾、中

国、韓国においては、未だに福島県やその他の一部地域からの日本産農林水産物・食品の

輸入停止措置が維持されており、輸出拡大を図る上での大きな阻害要因となっている。こ

れらの国・地域に対しては、国際会議等の機会や在外公館・在京大使館等を通じて、EU

の規制緩和についての情報等を提供しつつ、重点的に輸入規制緩和・撤廃を働きかけてい

るところである。 

 

●主な輸出先国・地域における放射性物質に係る輸入停止措置（平成 28年７月現在） 

 

 

このうち台湾については、事故発生後、５県（福島、茨城、栃木、群馬、千葉）産の

全ての食品の輸入を停止しており、更に、昨年５月 15日に追加的な輸入規制強化を実施

した。我が国からは継続的に資料や各種データを提供してきており、台湾側にはそれら

に基づく科学的評価を求めてきた。今後も粘り強く規制の緩和・撤廃を求めていく予定

である。 

 

中国については、事故発生後、12都県（福島、茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉、宮城、

新潟、長野、東京、山形、山梨）産の全ての食品の輸入を停止し、平成 23（2011）年６

月には２県（山形、山梨）産の輸入停止を解除したが、現在まで、10 都県産の全ての食

品の輸入停止が続いている。また、10都県以外の野菜、果実、乳、茶葉及びこれらの加

工食品等についても、放射性物質の検査証明書の様式（検査項目等）が未合意であるた

め、事実上輸入停止状態となっている。我が国からは継続的に資料や各種データを提供

し、中国側に科学的根拠に基づく規制の撤廃・緩和を求めてきたところであり、今後も

粘り強く規制の緩和・撤廃を求めていくこととしている。 

 

また、韓国については、平成 25（2013）年９月、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃

木、群馬、千葉の８県産の水産物を輸入停止にする等、日本産農林水産物・食品に対す

る輸入規制を強化した。これを受け、我が国は、二国間協議や、世界貿易機関（WTO）の

衛生植物検疫(SPS）委員会における説明のほか、韓国側が設立した「専門家委員会」に

よる現地調査の受入れなどに取り組んできた。しかしながら、韓国側から規制撤廃に向

けた見通しが示されないことから、平成 27（2015）年５月に WTO協定に基づく協議を要

請し、さらに同年８月に WTO紛争解決小委員会（パネル）の設置要請を行い、同年９月
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にパネルが設置された。我が国としては、今後とも WTOのルールに則ってパネルの手続

を進めていくとともに、韓国への二国間での働きかけを継続していくこととしている。 

 

（２）動植物検疫協議への対応 

日本産の農畜産物に対するニーズがある国・地域や、事業者が輸出したいと考える

国・地域において、日本産農畜産物の輸入が検疫上の理由から禁止されている場合が

ある。また、輸入が認められている国・地域でも、品目によっては厳しい条件が課さ

れている場合もある。これらの国・地域における日本産農畜産物の輸入解禁や条件緩

和を実現するためには、輸入解禁又は条件緩和を相手国・地域に要請し、輸出条件に

ついて協議を行う必要がある。 

輸入解禁や条件緩和のためには、病害虫や疾病に関して科学的知見に基づくリスク

評価等が行われることから、要請から合意に至るまで数年以上を要する。特に、相手

国・地域で発生がない病害虫や疾病が日本で発生している場合には、協議が相当長期

に及ぶ場合もある。なお、植物は、動物と異なり、国ごとに病害虫が異なるため、検

疫協議の対象となる病害虫を確定するのに時間を要する。 

農林水産省では農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略に位置付けられた品目、

国・地域を中心に、動植物検疫協議を実施し、着実に成果を上げてきたところであ

り、今後は、農林水産業の輸出力強化戦略も踏まえ、検疫交渉を実施していくことと

している。 

 

●平成 26（2014）年以降の実績及び平成 27年度輸出戦略実行委員会において優先的に対応すること

とした国・地域及び品目 

 平成 26（2014）年以降の実績 平成 27年度輸出戦略実行委員会において優先的

に対応することとした国・地域及び品目 

農産物 

・【米国】うんしゅうみかん検疫条件緩和（2014

年 11 月） 

・【豪州】ぶどう輸出解禁（2014年 12 月） 

・【ﾍﾞﾄﾅﾑ】りんご輸出解禁（2015年９月） 

・【タイ】かんきつ類検疫上の生産地域に三重県

追加（2016年１月） 

・【豪州】玄米輸出解禁（2016年５月） 

・【タイ】かんきつ類検疫上の生産地域の追加 

・【ﾍﾞﾄﾅﾑ】なし輸出解禁 

・【米国】かき輸出解禁、メロン輸出解禁、りん

ご検疫条件緩和、なし検疫条件緩和、うんし

ゅうみかん検疫上の生産地域の拡大 

・【EU】ゆず検疫条件緩和、黒松盆栽輸出解禁 

・【台湾】トマト輸出解禁 

・【カナダ】りんご（ふじ以外）輸出解禁、なし

（鳥取県以外）輸出解禁 

・【ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ﾍﾟﾙｰ、ﾁﾘ、ｲｽﾗｴﾙ、南ｱﾌﾘｶ】生果実

の携行輸出解禁 

畜産物 

・【ﾒｷｼｺ】牛肉輸出解禁（2014年２月） 

・【ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ】牛肉輸出解禁（2014年２月） 

・【ﾌｨﾘﾋﾟﾝ】牛肉輸出解禁（2014年３月） 

・【ﾍﾞﾄﾅﾑ】牛肉輸出解禁（2014年３月） 

・【ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ】牛肉検疫条件緩和（2014年３月） 

・【EU】牛肉輸出開始（2014 年６月） 

・【ｶﾀｰﾙ】牛肉輸出解禁（2014年７月） 

・【ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ】牛肉輸出解禁（2014年 11 月） 

・【タイ】牛肉月齢制限撤廃 

・【台湾】牛肉輸出解禁 

・【中国】牛肉、鶏肉、鶏卵、乳製品輸出解禁 

・【豪州】牛肉輸出解禁 

・【ﾏﾚｰｼｱ】牛肉、鶏肉輸出解禁 

・【中東（UAE、ｶﾀｰﾙ、ﾊﾞｰﾚｰﾝを除く）】牛肉輸出

解禁 

・【チリ】牛肉輸出解禁 
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・【ロシア】牛肉輸出解禁（2014年 12 月） 

・【香港】牛肉検疫条件緩和（2015 年１月） 

・【ﾊﾞｰﾚｰﾝ】牛肉輸出解禁（2015年３月） 

・【ﾍﾞﾗﾙｰｼ】牛肉輸出解禁（2015年７月） 

・【台湾】家きん卵・卵製品輸出解禁（2015年 10

月） 

・【ﾐｬﾝﾏｰ】牛肉輸出解禁（2015年 10月） 

・【豪州】常温保存可能な牛肉製品輸出解禁

（2015年 11 月） 

・【ﾌﾞﾗｼﾞﾙ】牛肉輸出解禁（2015年 12 月） 

・【ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ】牛肉・豚肉の携帯品（おみやげ）

の簡易証明による輸出解禁（2016年１月） 

・【ペルー】牛肉輸出解禁 

・【ﾌﾞﾙﾈｲ】牛肉輸出解禁 

・【米国】豚肉、鶏卵 

・【EU】豚肉 

・【インド】鶏肉 

・【イスラム圏（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ他）】鶏肉 

・【マカオ】鶏卵、牛肉月齢制限撤廃 

・【フィリピン】鶏卵 

・【韓国】鶏卵 

・【ロシア】鶏卵 

 

（３）食品安全に関する規制の強化への対応 

 食品安全に関する規制として、日本の主要な輸出先国・地域においては、輸出国の食

品事業者に対して、HACCP（危害要因分析・重要管理点）1に基づく衛生管理を義務化す

る流れにあることから、日本国内における HACCP 対応は、輸出促進の観点からも急務で

ある。 

日本においては、これまでも HACCPに基づく工程管理を推進しており、大企業の HACCP

導入率は７～８割となっているが、中小企業では３割強にとどまっている。こうした状

況を踏まえ、HACCP の導入を一層促進するため、食品の製造過程の管理の高度化に関す

る臨時措置法等によって、HACCPを導入しようとする事業者への支援を行っている。 

 また、厚生労働省においては、HACCP を制度化するための具体的な枠組み等について

の検討会を平成 28（2016）年３月に立ち上げたところである。 

このほか、HACCP に基づく衛生管理を含む食品安全に関する規制に関し、農林水産省

は、HACCP の導入を進め、国内の食品安全への取組を向上させるとともに、海外から評

価される環境を整え競争力劣後を防止するという考えの下、平成 27年１月に、有志の食

品関係事業者（45 社：平成 28 年１月時点）とともに「食品安全マネジメント等推進に

向けた準備委員会」を立ち上げた。この準備委員会において約１年間行われてきた、国

際的に通用する HACCP を含む食品安全管理の規格・認証の仕組み等についての議論を踏

まえ、平成 28年４月に、新たに構築する食品安全マネジメント規格・認証スキームにつ

いての提言を含む「食品安全マネジメント等推進に向けた準備委員会 最終とりまとめ」

を公表したところである。 

（http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/kokusai/junnbi1.html） 

HACCP に基づく衛生管理を含む食品安全に関する規制は、国・地域毎に異なることか

ら、輸出先国・地域の規制の内容を把握しておくことが重要である。以下に日本の主な

輸出先国である米国、中国等の食品安全制度について記載する。 

（ア）米国 

  米国においては、一部の食品（水産物及びジュースの加工・輸入、食肉及び食肉製

品）に HACCPによる衛生管理が、これまでも義務化されていたところ、平成 23（2011）

                                            
1 Hazard Analysis and Critical Control Point の略。原料受入から最終製品までの各工程で、微生物による

汚染、金属の混入等の危害を予測（危害要因分析：Hazard Analysis）した上で、危害の防止につながる

特に重要な工程（重要管理点：Critical Control Point）を継続的に監視・記録する工程管理のシステム。 
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年１月に成立した「食品安全強化法（FSMA）」の規則では、それら以外の品目も含め、

米国内で消費される食品を製造、加工、包装、保管する全ての施設について、HACCPの

概念を取り入れた予防的管理の計画・実行（103条 食品安全計画）等が内外無差別で

義務付けられることになっている（平成 28（2016）年９月から順次施行の見込み）。 

FSMA に対応しなければ、全ての国が米国に輸出することができなくなってしまう。

一方で、米国の食料輸入実績は年々増加しており、日本からの輸入量が占める割合は

平成 26（2014）年段階で１％未満である。 

このため、FSMAに積極的に対応することにより、我が国からの更なる輸出量の増

加が期待できる状況になっているとも考えられることから、農林水産省のホームペ

ージにおいて、FSMA の基本的事項について記載した資料「米国への農林水産物・食

品の輸出に取組む皆様へ ～米国食品安全強化法(FSMA）が本格施行されます～」を

掲載し、このような状況についての周知を図っているところである。

（http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/pdf/20160120_fsma.pdf） 

 

 

●米国食料輸入実績           ●米国食料輸入国別構成比 

（2014 年、金額ベース） 

 

 

  

 

 

FSMA については、さらに、日本貿易振興機構（JETRO）のウェブサイトやセミナー

等を通じて、事業者への情報の提供、周知を図っているところである。中でも、平成

28（2016）年２月に開催されたセミナーでは、招へいされた FDA担当官に対し、国内

事業者から多くの質疑がなされたことからも、国内事業者の高い関心が窺える。 

また、平成 27（2015）年９月から農林水産省 FSMAメールマガジンの配信を開始し、

最新情報の提供を行っている。配信の登録、バックナンバーの確認については以下の

ウェブサイトにて行うことができる。 

（http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_fsma_mailmaga/index.html） 

  

（100 万 USD） 

（

年

） 

日本，0.5％ 
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●FSMAの主な内容と適用対象品目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●FSMAの施行スケジュール 

 

 

 

 

 

 

2014年 2015年 2016年

103条
食品安全

計画

2013年 2017年

猶予期間（２年）

猶予期間（18ヶ月）

（注２） 103条施行後は、FDAによる海外の食品製造施設の査察時に、HACCP計画等の
確認が必須となる（現在は、GMP（製造管理・品質管理基準）等のチェックが主。）

パブコメ

パブコメ

パブコメ

パブコメ 猶予期間（12ｹ月）

規
則
案
公
表

１
月

パ
ブ
コ
メ
終
了

月
１１

パ
ブ
コ
メ
終
了

月

１１規
則
案
公
表

１
月

規
則
案
公
表

７
月 パ

ブ
コ
メ
終
了

１
月

パブコメ

規
則
案
公
表

７
月 パ

ブ
コ
メ
終
了

１
月

規
則
案
公
表

月

１２ パ
ブ
コ
メ
終
了

６
月

最
終
規
則
化

９
月

最
終
規
則
化

11
月

最
終
規
則
化

11
月

最
終
規
則
化

11
月

※別途「モデル認定基準」公表後に施行予定

最
終
規
則
化

５
月

105条
農産物の

安全に係る
取扱基準

301条
FSVP

307条
3rd Party

106条
Food Defense

12

パ
ブ
コ
メ
期
間

月

パ
ブ
コ
メ
期
間

月

12

12

猶予期間（１年）

猶予期間は
11月迄

猶予期間は
４月迄

規
則
案
公
表

9
月

規
則
案
公
表

9
月

規
則
案
公
表

9
月

猶予期間は
９月迄

猶予期間は
5月迄

（注１） 原則として、上記の猶予期間に加えて、企業規模（“Very Small 
Business”等）に応じて、更に1年等の猶予期間が設けられている。

パ
ブ
コ
メ
期
間

月

食品安全計画策定等
農産物の安全に

係る取扱基準

外国施設への

FDA検査の強化
FDAへの施設登録

海外供給事業者検証

プログラム

(103条) (105条) (201/306条) (102条) (301条)

農産物

 穀物（コメ、麦等）、茶 △1 × ○ △２ ○

 野菜（長芋（Yam）を含む） × ○ ○ × ○

 野菜（未加工で消費されることが

　殆ど無いもの（例：ワサビ等））
× × ○ × ○

 野菜加工品 △３ × ○ ○ ○

 果実 × ○ ○ × ○

日本酒 （○*） × － ○ ×

水産物 （○*）但し海藻類は○ × ○ ○ （○*）但し海藻類は○

加工食品 ○ × ○ ○ ○

肉、肉加工品、卵 （○*） × × × ×

○：適用されます　×：適用されません　（○*）：別法で既に義務化済、導入済　－：不明（今後に確認予定）

△1：農場での生産活動に基本的には適用されませんが、穀物の流通・消費に係る活動や、製茶プロセス等には適用されます。

△
2
：基本は適用されませんが、△

1
にて該当する活動・プロセスには適用されます。

△
3： 

農場での加工品でも、出資比率/規模/リスクによっては適用されるケースがあります。

○： 今後、動向を確認する必要がありますが、米国内の農場に実際にFDAが検査に来たケースは無いと聞いています。

FSMAの主要事項の概要については、以下のホームページ（HP）を参照下さい。

品目　　　　　　　　事項

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/index.html#fsma_top 
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（イ）中国 

中国においては、改正食品安全法が平成 27（2015）年 10 月に施行された。具体的

な基準等を示す関連法令については段階的に整備されていく見込みである。主に中国

国内の事業者の食品の生産・販売プロセス等の管理を強化（生産の各プロセスにおけ

る管理体制の確立やトレーサビリティ・システムの構築の義務付け、違反した場合の

罰則の強化等）する内容となっているが、我が国の輸出事業者等にも間接的な影響（育

児用粉乳など一部の品目については直接的な影響）が想定されるため、引き続き関連

法令の整備の状況を注視し、事業者に対して情報提供、周知することが重要である。 

 （ウ）韓国 

  韓国においては、平成 28（2016）年２月に輸入食品安全管理特別法が施行され、平

成 28（2016）年８月以降、韓国に輸出される全ての食品の製造業者に対して登録制が

導入されるほか、韓国当局が必要と認めた場合、海外の食品製造事業者に対して現地

査察を行うことができるとするなど、安全管理を強化する動きにある。本件について

も、引き続き関連法令の整備の状況を注視し、事業者に対して情報提供、周知するこ

とが重要である。 

（エ）その他の国・地域 

EUでは、一次産品を除く全ての食品の生産、加工、流通事業者に HACCPの概念を取

り入れた衛生管理を義務付けている（平成 18（2006）年完全適用）。その他、台湾で

は一部の事業者（食肉加工事業者、乳製品加工事業者、水産食品事業者）に対して HACCP

が義務化されており、韓国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド等でも一部

の食品又は事業者に対して HACCPに基づく製造が義務化されている。 

 

（４）残留農薬基準への対応 

農林水産物・食品を輸出するに当たっては、その商品が相手国・地域の求める基準を

満たしていることが大前提となる。食品中の残留農薬基準値は、消費者の健康を保護し

つつ、各国・地域で定める方法で農薬を使用して、農産物中にそれ以上残留することが

考えられない濃度として設定されている。国・地域によって、栽培される作物や、気象、

栽培条件により、発生する病害虫が異なるため、使用する農薬や使用方法が異なる。例

えば、茶は、米国、EU ではほとんど栽培されないため、使用できる農薬の種類が少なく、

使用できる農薬であっても日本と基準値が異なるものもある。このため、日本で通常流

通している作物を輸出したとしても、輸出先国・地域での基準に違反する場合がある。 

 

我が国からの輸出額第１位である香港では、平成 26（2014）年８月から残留農薬のポ

ジティブリスト制2が導入されたが、日本で青果物や茶の生産に使用されている多くの農

薬の残留農薬基準値が設定されておらず、また、残留農薬基準値が定められていない農

薬については一切検出されてはならないという規則になっている。 

また、我が国からの輸出額第３位である台湾においても、残留農薬のポジティブリス

ト制が導入されており、香港と同様、残留農薬基準値が定められていない農薬について

は一切検出されてはならないこととされている。さらに、検出されてはならない農薬が

検出されたり、残留値が基準値を超えたりすると、水際での検査が強化されることとな

っており、平成 28（2016）年３月現在、日本産しそは全ロット検査、かんしょ、メロン

                                            
2 食品中に残留する農薬等について、一定量以上の農薬等が残留する食品の販売等を禁止する制度。農薬等 

は原則禁止を前提に、使用を認めるものについてリスト化する（ポジティブリスト）方式。 
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はサンプル頻度強化措置が採られている。このような検査の強化は、輸送時間の増加に

繋がるばかりか、最も厳しい措置として対象品目の輸入停止もあり得ることから、事前

の十分な配慮が必要である。 

加えて、我が国からの輸出額第５位である韓国においても、平成 30（2018）年 12 月

（ナッツ、熱帯果実については平成 28（2016）年 12 月施行）を目標に残留農薬のポジ

ティブリスト制の導入を検討しているところである。 

 

 輸出先国・地域の残留農薬基準に対応した、総合的病害虫・雑草管理（IPM）等の生産

体系の構築等を行うことが必要であるが、代替農薬等が無く、使用せざるを得ない農薬

がある場合には、相手国・地域に対して当該農薬に関するインポートトレランス3の設定

を申請していく必要がある。 

 なお、輸出先国・地域の残留農薬基準値が変更されることがあるため、常時関係情報

等を収集し、生産者等に提供していく必要がある。 

 

（５）知的財産侵害への対策 

日本産農林水産物・食品の世界的な評価の高まりを背景に、中国等において、我が国

の地名等が商標登録出願される事例や、市場に我が国の農林水産物・食品のブランドイ

メージに便乗した模倣品や産地偽装が疑われる商品が流通するといった事例が確認さ

れている。他国・地域において我が国の地名等が商標として登録された場合、その商標

と同一又は類似の地名を付して販売すると権利者から警告・提訴される可能性がある。

また、近年では、日本食等に関する日本での一般名称が、海外においては需要者に一般

名称として必ずしも認識されていないために、商標登録されるといった事例も生じてい

る。さらには、日本国内で育成・品種登録された種苗が、育成者権者に無断で品種保護

制度のない国・地域や当該植物を保護対象としていない国・地域に持ち出され、現地で

生産されるといった事例も生じており、我が国の農林水産物・食品の輸出促進を図る上

で、これらの知的財産の侵害が大きな支障となる可能性がある。 

  

こうした状況を踏まえ、農林水産省では、海外での知的財産権取得や第三者による商

標出願に関する情報把握等を行うため、海外における知的財産制度や我が国農林水産

物・食品の模倣品の発生状況等に関する現地調査や、食品企業の知的財産担当 OB等を活

用した国・地域別担当者（相談窓口）の設置等を含む「農林水産・食品知的財産保護コ

ンソーシアム」の立ち上げ、「農林水産省知的財産戦略 2020」の策定・公表など、知的

財産侵害への対策を強化している。 

 

国内の制度としては、平成 27（2015）年６月には地理的表示（ＧＩ）保護制度がスタ

ートし、平成 28（2016）年７月時点であおもりカシス（登録番号第１号）他 14 件が地

理的表示として登録された。 

また、東南アジア諸国・地域の中には、植物品種保護制度が十分に整備されていない

国・地域が多いため、平成 20（2008）年より ASEAN＋日中韓からなる「東アジア植物品

種保護フォーラム」を設置し、植物の新品種の保護に関する国際条約（UPOV条約）に準

拠した植物品種保護制度の整備及び円滑な運営を図るための協力活動を続けている。 

                                            
3 海外で使用が認められている農薬等について、申請国・地域に登録がなくても設定される残留基準のこ

と。 
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（６）ハラール認証の取得への対応 

 世界人口の４人に１人がムスリムと言われており、世界全体の人口増加スピードより

もムスリムの人口増加スピードが速いことからも、イスラム圏の市場は益々拡大してい

くと見込まれる。この巨大なイスラムの食市場に進出していく上で、「ハラール認証」に

対して注目が集まっている。 

 

 ハラールとは、イスラムの法において「合法」を意味し、ハラール食品とは、イスラ

ムの法に基づいて食べることを許された食品を意味する4。ハラールではない主なものと

しては、豚や犬、牙を持つ動物、イスラムの法に基づくと畜法によらず死んだ動物の肉、

酒などが挙げられる。 

「ハラール認証」とは、その食品がハラール食品であることを確認、認証する仕組み

であるが、各国・地域又は各国・地域内の主要なイスラム団体が定めた宗教上の規格で

あり、基本的には輸入規制ではない。中東湾岸諸国においてはハラール認証の有無にか

かわらず、原則的にハラールでない食品は市場には流通していない。例えば、サウジア

ラビアでは豚肉や酒は輸入禁止品目となっているが、東南アジア等においては、牛肉・

鶏肉等を除き、ハラールでない食品も輸入・販売可能となっている。 

 一方、イスラム圏への牛肉輸出のためには、家畜衛生条件のみならず、一般的にハラ

ール認証取得が条件となる。国・地域により基準は異なるが、周囲に豚関連施設がない

等の条件を満たす食肉処理施設において、イスラムの法に基づいたと畜を行うといった

条件をクリアする必要があり、ハラールに対応するための食肉処理施設整備の支援等を

講じてきたところである。しかし、日本の牛肉処理施設の大半は豚の処理も行っている

ことから、ハラール認証取得が困難なのが実態である。平成 26（2014）年 11 月には、

ムスリム人口世界最大のインドネシア向け牛肉輸出が解禁され、同国の基準でハラール

認定された１施設からの輸出が可能となった。今後もイスラム圏への輸出拡大が期待さ

れる。 

前述のとおり、牛肉・鶏肉等由来のものを除き、加工食品・水産加工品の輸出につい

ては必ずしもハラール認証取得が条件ではないが、ハラール認証を取得することにより、

輸出できる地域・市場の拡大が期待される。しかし、ハラール認証は各国・地域（各認

証機関）によって基準・制度が異なっているため、ハラール食品として輸出・販売する

ためには、それぞれの国・地域（認証団体）ごとに認証を取得する必要がある。そのた

め、国・地域及び品目ごとに確認と対応が必要となることから、各国・地域のハラール

認証制度の調査・情報提供（参考：JETROウェブサイト https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-

090901.html）等を通じて、ハラール認証の取得を目指す事業者等を支援している。 

●ハラール認証のマーク（例） 

 

 

 

   【マレーシア・JAKIM】  【インドネシア・LPPOM-MUI】 

                                            
4 イスラムの法とは、ムスリムが従って生きることになっている神の命令とされているものであり、ムスリ

ムの社会生活の全ての領域、出生・結婚・死亡など個人の人生の節目に関しても、イスラムの法が様々な規

定を与えている。なお、「ハラール」の規定は、基本的には、法律（世俗法）ではなく、宗教上の規定であ

り、成文化されておらず、詳細な内容は国や地域によって異なる。 
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（７）有機同等性の承認の取得への対応 

 輸出先国・地域における消費者の嗜好等を踏まえ、有機栽培等に取り組む生産者が増

えつつある。原則として、「有機」の名称を表示して海外で商品を販売するためには、当

該国・地域の有機規格に適合することの審査を受け、認証を得ることが必要となる。こ

れは有機食品の輸出に取り組もうとする事業者の負担となることから、農林水産省では、

両国・地域の有機認証体制が同等である旨を認める「有機制度の同等性」に関する協議

を諸外国・地域との間で進め、これまでに EU、米国、カナダ、スイスとの間で同等性を

相互に認めた。これによって、これらの国・地域への輸出に際しては、日本で有機認証

を取得すれば、商品に「organic」等と表示して輸出できることとなっている。 

 有機制度の同等性を活用することにより、緑茶、こんにゃく、梅加工品（梅干し等）、

大豆加工品（みそ、醤油）、もち等の有機食品が我が国から輸出されている。今後も有機

農産物等の輸出促進に向け、有機事業者の輸出ニーズを踏まえつつ、諸外国・地域から

の有機同等性の承認の取得や、既に同等性を取得した国・地域への輸出条件の改善等を

図っていくこととしている。 

 

（８）その他の課題 

（ア）卸売市場を拠点とした輸出促進 

卸売市場は、農水産物の集荷・販売における主要拠点として輸出に果たす役割が

期待される一方で、代金決済リスクや海外の卸売市場・会社との提携、品質管理及

び鮮度保持のための施設整備、輸出手続の簡素化などの課題が指摘されているとこ

ろである。そのため、輸出戦略実行委員会卸売市場部会では、これら課題の実情の

把握と対応方向の洗い出しを行い、平成 27 年度「国際農産物等市場構想推進事業」

を通じて、それら対応方向に沿った取組結果について検証し、以下の報告が得られ

たところである。 

・ 卸売市場において各種輸出手続の集約を図ることにより、手続の迅速化及び商

品の速やかな輸送が実証された。 

・  海外の販売店において、現地産や他国産と比べ、商品の日持ちの点で劣らない

上、品質・美味しさの点で優位な評価が得られた。 

・ 青果、水産、花きの各卸売会社共同による海外での展示会に参加するとともに、

また、海外バイヤーを日本の卸売市場に招へいし、市場関係者や生産者との意見

交換を行ったことで、海外バイヤーに対し、卸売市場が持つ「目利き」や「集荷

力」の機能、生産現場の取組についてＰＲできた。 

・ 今後の課題として、混載による輸出コストの低減、輸出手続のワンストップ化

等による品質・鮮度維持の取組、商談会への参加等を継続し、取引先の開拓・拡

大を図っていく。 

 

また、輸出戦略実行委員会卸売市場部会においては、農水産物の集荷・販売の主

要拠点である卸売市場は、輸出において生産者・仲卸業者等が抱える問題点の払拭、

バイヤー等のニーズに対応するため、①現地情報等の取得サポート、②販路開拓の

推進、③輸出手続サポート、④大ロット・鮮度保持・混載輸送推進、⑤代金決済リス

クサポート、といった機能を発揮することにより、農林水産物の輸出を促進するこ

ととされた。 
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さらに、上記を踏まえ、卸売市場の目指す機能をいかに発揮していくか、「各卸売

市場の実情にあった機能の詳細設定」、「卸売市場向けの積極的な情報開示や情報提

供機会の充実」、「各卸売市場に応じたシームレスなサポート体制の構築・提供」、「輸

出手続ワンストップ化の推進」、「卸売市場に応じた品質保持機能の向上」、「代金決

済リスクにおける成功モデルの構築」、「他部会と連携した情報発信」、「国内卸売市

場間連携の検討」といった項目について検討を継続することとされた。 

 

（イ）物流 

輸送中の品質保持や物流コストの一層の低減を図る必要がある。例えば海上輸送

は低コストでの大量輸送が特徴であるが、輸送日数が長くなるため、輸送中の鮮度

保持が課題となる。物流事業者や輸出事業者等により課題解決を図る様々な取組が

行われており、平成 27（2015）年度は特に鮮度保持に着目し、国際輸送に関わる課

題を解決する技術・事例を収集し、「農林水産物・食品輸出の手引き～国際輸送の鮮

度保持技術・事例を中心に～」として取りまとめた。今後も国際輸送に関わる技術・

事例を収集していくと共に、新たな技術の開発・実証も支援していくこととしてい

る。 

 

（ウ）その他 

品目横断的に様々な課題が存在する国がある。例えばインドネシアでは、加工品

については ML 番号制度、青果物・食肉・加工品の一部については輸入ライセンス

制度、青果物については輸入港制限や生産国認定制度等、品目ごとに様々な課題が

ある。インドネシアは、今後更なる人口増加と経済発展が見込まれることから、こ

のような課題は我が国の農林水産物・食品の輸出を拡大していく上で大きな阻害要

因である。各課題については、優先順位を設定し、我が国からインドネシア政府に

対して働き掛けを行っているところである。  


